
○ 

大
分
県
林
地
開
発
許
可
制
度
実
施
規
則
（
昭
和
五
〇
年
大
分
県
規
則
第
二
五
号
） 

第
三
条
の
二
（
略
） 

 

一
～
七
（
略
） 

八 

森
林
法
第
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
の
中
止
又
は
復
旧
に

必
要
な
行
為
を
す
べ
き
旨
の
命
令
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
こ
れ
に
従
っ
て
い 

（
開
発
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
等
） 

 

第
三
条
（
略
） 

一
～
六
（
略
） 

七 

防
災
施
設
等
設
計
図
（
防
災
施
設
等
（
擁
壁
、
排
水
施
設
、
え
ん
堤
、
洪
水
調

整
池
、
貯
水
池
、
沈
砂
池
そ
の
他
の
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
を
維
持
す
る
た

め
に
必
要
な
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
構
造
を
示
す
図
面
）
及
び
設
計
根
拠

（
仮
設
の
防
災
施
設
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
記
載
す
る

こ
と
。
） 

八
～
十
（
略
） 

十
一 

開
発
行
為
の
施
行
工
程
（
仮
設
の
防
災
施
設
等
を
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
） 

十
二
（
略
） 

十
三 

防
災
施
設
等
の
維
持
管
理
の
方
法
（
開
発
行
為
の
施
行
中
及
び
完
了
後
に
お

け
る
維
持
管
理
方
法
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。） 

十
四
（
略
） 

（
開
発
行
為
に
関
す
る
計
画
書
） 

 

第
一
条
～
第
二
条
（
略
） 

改 
 

 

正 
 
 

案 

第
三
条
の
二
（
略
） 

 

一
～
七
（
略
） 

（
新
設
） 

 

（
開
発
行
為
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
力
及
び
信
用
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

 第
三
条
（
略
） 

 

一
～
六
（
略
） 

七 

防
災
施
設
等
設
計
図
（
擁
壁
、
え
ん
堤
、
排
水
路
、
導
水
路
、
貯
水
池
、
洪
水

調
整
池
等
の
構
造
を
示
す
図
面
）
及
び
設
計
根
拠
（
仮
設
の
施
設
を
設
置
す
る
場

合
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。） 

  

八
～
十
（
略
） 

十
一 

開
発
行
為
の
施
行
工
程
（
仮
設
の
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
） 

十
二
（
略
） 

十
三 

防
災
施
設
の
維
持
管
理
方
法
（
開
発
完
了
後 

の
維
持
管
理
方
法
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。） 

十
四
（
略
） 

（
開
発
行
為
に
関
す
る
計
画
書
） 

 

第
一
条
～
第
二
条
（
略
） 

現 
 

 
 

 
 
 

行 
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附 
 

則 

（
略
） 

附 

則
（
令
和
八
年 

規
則
第 

 

号
） 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年 

月 

日
か
ら
施
行
す
る  

第
四
条
～
第
一
七
条
（
略
） 

な
い
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類 

２
（
略
） 

 

一 
防
災
施
設
等
の
設
置
に
係
る
部
分
の
資
金
の
調
達
に
つ
い
て
の
預
金
残
高
証

明
書
等 

 

二
（
略
） 

３ 

省
令
第
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
は
、
防
災
措
置 

を
講
じ
る
た
め
に
必
要
な
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
防
災
施
設
等 

の
施
行
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま 

で
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
防
災
施
設
等
の
施
行
者
と
開
発
行
為
の
申
請
者
と

が
同
一
の
場
合
に
は
、
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一
～
六
（
略
） 

４ 

（
略
） 

一 

防
災
施
設
等
の
施
行
者
の
決
定
方
法
及
び
決
定
時
期
並
び
に
防
災
施
設
等
の

施
行
者
に
求
め
る
施
行
能
力
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類 

二
（
略
） 

附 
 

則 

（
略
） 

第
四
条
～
第
一
七
条
（
略
） 

 

２
（
略
） 

 

一 

防
災
施
設
の
設
置
に
係
る
部
分
の
資
金
の
調
達 

に
つ
い
て
の
預
金
残
高
証
明
書
等 

 

二
（
略
） 

３ 

省
令
第
四
条
第
七
号
に
規
定
す
る
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
は
、
防
災
措
置 

を
講
じ
る
た
め
に
必
要
な
能
力
が
あ
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
防
災
施
設
の 

施
行
者
に
係
る
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で 

に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
防
災
施
設
の
施
行
者
と
開
発
行
為
の
申
請
者
と
が 

同
一
の
場
合
に
は
、
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

一
～
六
（
略
） 

４ 

（
略
） 

一 

防
災
施
設
の
施
行
者
の
決
定
方
法
及
び
決
定
時
期
並
び
に
防
災
施
設
の
施
行

者
に
求
め
る
施
行
能
力
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類 

 

二
（
略
） 
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一
（
略
） 

 

二 

仮
設
の
洪
水
調
整
池
等
の
設
置
等 

 
 

開
発
行
為
の
施
行
に
お
い
て
、
防
災
施
設
等
の
う
ち
、
水
害
の
防
止
の
た
め
に

必
要
な
洪
水
調
整
池
等
で
あ
っ
て
、
仮
設
の
も
の
を
設
置
す
る
場
合
は
、
全
体
の

施
行
工
程
に
お
い
て
具
体
的
な
箇
所
及
び
施
行
時
期
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、 

第
三 

水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一 

号
の
二
関
係
） 

一
～
八
（
略
） 

 

九 

仮
設
の
防
災
施
設
等
の
設
置 

開
発
行
為
の
施
行
に
お
い
て
、
防
災
施
設
等
の
う
ち
、
災
害
の
防
止
の
た
め
に

必
要
な
排
水
施
設
、
え
ん
堤
、
洪
水
調
整
池
等
で
あ
っ
て
、
仮
設
の
も
の
を
設
置

す
る
場
合
は
、
全
体
の
施
行
工
程
に
お
い
て
具
体
的
な
箇
所
及
び
施
行
時
期
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
設
計
が
本
設
の
防
災
施
設
等
を
設
置
す
る
場
合
に

準
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

 

十 

防
災
施
設
等
の
維
持
管
理 

(

一)
 

開
発
行
為
の
施
行
中
に
お
い
て
、
設
置
し
た
防
災
施
設
等
が
十
分
に
そ
の

機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
当
該
防
災
施
設
等
の
点
検
、
損
傷
箇
所
の
修

繕
、
堆
積
し
た
土
砂
の
撤
去
等
の
維
持
管
理
の
方
法
が
開
発
行
為
に
関
す
る

計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

(

二)
 

開
発
行
為
の
完
了
後
に
お
い
て
も
維
持
す
べ
き
防
災
施
設
等
の
維
持
管 

理
の
方
法
に
つ
い
て
も
、(

一)

と
同
様
に
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

第
二 

災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一 

号
関
係
） 

第
一
（
略
） 

別
表
（
第
４
条
関
係
） 

一
（
略
） 

二 
仮
設
防
災
施
設
の
設
置
等 

開
発
行
為
の
施
行
に
当
た
っ
て
、
水
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
洪
水
調
整
池

等
に
つ
い
て
仮
設
の
防
災
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
全
体
の
施
行
工
程
に
お
い

て
具
体
的
な
箇
所
及
び
施
行
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
仮
設
の
防
災
施 

第
三 

水
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一 

号
の
二
関
係
） 

一
～
八
（
略
） 

九 

仮
設
防
災
施
設
の
設
置 

開
発
行
為
の
施
行
に
当
た
っ
て
、
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
え
ん
堤
、
排

水
施
設
、
洪
水
調
整
池
等
に
つ
い
て
仮
設
の
防
災
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
、
全
体

の
施
行
工
程
に
お
い
て
具
体
的
な
箇
所
及
び
施
行
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も

に
、
仮
設
の
防
災
施
設
の
設
計
は
本
設
の
も
の
に
準
じ
て
行
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
こ
と
。 

十 

洪
水
調
整
池
等
の
維
持
管
理 

（
新
設
） 

  

 

開
発
行
為
の
完
了
後
に
お
い
て
も
、
整
備
し
た
排
水
施
設
、
洪
水
調
整
池
等 

が
十
分
に
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
土
砂
の
撤
去
、
豪
雨
時
の
巡
視
等
の
完
了
後

の
維
持
管
理
方
法
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

第
二 

災
害
を
発
生
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二
項
第
一 

号
関
係
） 

第
一
（
略
） 

別
表
（
第
４
条
関
係
） 
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一
～
二
（
略
） 

 

三 

仮
設
の
貯
水
池
等
の
設
置
等 

開
発
行
為
の
施
行
に
お
い
て
、
防
災
施
設
等
の
う
ち
、
水
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
貯
水
池
等
で
あ
っ
て
、
仮
設
の
も
の
を
設
置
す
る
場
合
は
、
全
体
の
施
行
工

程
に
お
い
て
具
体
的
な
箇
所
及
び
施
行
時
期
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、

設
計
が
本
設
の
貯
水
池
等
を
設
置
す
る
場
合
に
準
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

四 

貯
水
池
等
の
維
持
管
理 

（
一
） 

開
発
行
為
の
施
行
中
に
お
い
て
、
設
置
し
た
貯
水
池
等
が
十
分
に
そ
の

機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
当
該
貯
水
池
等
の
点
検
、
損
傷
箇
所
の
修
繕
、

堆
積
し
た
土
砂
の
撤
去
等
の
維
持
管
理
の
方
法
が
開
発
行
為
に
関
す
る
計
画

書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
二
） 

開
発
行
為
の
完
了
後
に
お
い
て
も
維
持
す
べ
き
貯
水
池
等
の
維
持
管
理

の
方
法
に
つ
い
て
も
、
（
一
）
と
同
様
に
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。 

第
四 

水
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の

二
第
二
項
第
二
号
関
係
） 

か
つ
、
設
計
が
本
設
の
洪
水
調
整
池
等
を
設
置
す
る
場
合
に
準
じ
て
行
わ
れ
て 

い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

三 
洪
水
調
整
池
等
の
維
持
管
理 

（
一
） 
開
発
行
為
の
施
行
中
に
お
い
て
、
設
置
し
た
洪
水
調
整
池
等
が
十
分
に

そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
当
該
洪
水
調
整
池
等
の
点
検
、
損
傷
箇

所
の
修
繕
、
堆
積
し
た
土
砂
の
撤
去
等
の
維
持
管
理
の
方
法
が
開
発
行
為

に
関
す
る
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

（
二
） 

開
発
行
為
の
完
了
後
に
お
い
て
も
維
持
す
べ
き
洪
水
調
整
池
等
の
維
持

管
理
の
方
法
に
つ
い
て
も
、（
一
）
と
同
様
に
計
画
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
。 

一
～
二
（
略
） 

（
新
設
） 

第
四 

水
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の

二
第
二
項
第
二
号
関
係
） 

設
の
設
計
は
本
設
の
も
の
に
準
じ
て
行
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

 

 

三 

防
災
施
設
の
維
持
管
理 

 
 

（
新
設
） 

  

 

開
発
行
為
の
完
了
後
に
お
い
て
も
、
整
備
し
た
洪
水
調
整
池
等
が
十
分
に
機
能
を

発
揮
で
き
る
よ
う
土
砂
の
撤
去
、
豪
雨
時
の
巡
視
等
の
完
了
後
の
維
持
管
理
方
法
が

明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 
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第
一
号
様
式
～
第
十
二
号
様
式 

（
略
） 

第
六
（
略
） 

一 
森
林
又
は
緑
地
の
残
置
又
は
造
成 

開
発
対
象
区
域
に
お
い
て
、
開
発
行
為
に
係
る
事
業
の
目
的
、
態
様
、
周
辺
に

お
け
る
土
地
利
用
の
実
態
等
に
応
じ
残
置
し
、
又
は
造
成
す
る
相
当
面
積
の
森
林

又
は
緑
地
（
以
下
「
残
置
森
林
等
」
と
い
う
。
）
の
配
置
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
。 

第
五 

環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二

第
三
号
関
係
） 

 

第
一
号
様
式
～
第
十
二
号
様
式 

（
略
） 

第
六
（
略
） 

一 

森
林
又
は
緑
地
の
残
置
又
は
造
成 

開
発
対
象
区
域
に
、
開
発
行
為
に
係
る
事
業
の
目
的
、
態
様
、
周
辺
に
お
け
る

土
地
利
用
の
実
態
等
に
応
じ
相
当
面
積
の
残
置
し
、
又
は
造
成
す
る
森
林
又
は
緑

地
（
以
下
「
残
置
森
林
等
」
と
い
う
。
）
の
配
置
が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
こ
と
。 

第
五 

環
境
を
著
し
く
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
条
の
二
第
二

第
三
号
関
係
） 

-5-


